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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成する複数の記録ヘッドと、
　各記録ヘッドに対し、所定の時期に前記記録ヘッドの機能を維持、回復するためのクリ
ーニング動作を実行させる制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、
　各々の前記記録ヘッドについて、前回のクリーニング動作実行時から今回のクリーニン
グ動作を行う予め定めた所定の時期に達しているか否かを判別する第１の判別手段と、
　前記第１の判別手段で少なくとも１つの前記記録ヘッドについて前記所定の時期に達し
ていると判別されたとき、前記第１の判別手段で前記所定の時期に達していないと判別さ
れた前記記録ヘッドについて、前記所定の時期よりも短く、前記所定の時期に達すると見
込まれる近傍時期に達しているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、
　前記所定の時期に達した記録ヘッド及び前記近傍時期に達した記録ヘッドに対する前記
クリーニング動作を実行させる
ことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像形成装置において、前記所定の時期及び前記近傍時期は、画像形
成を行った被記録媒体の枚数に基づいて決定されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の画像形成装置において、前記記録ヘッドが主走査方向に移動可
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能なキャリッジに搭載され、前記所定の時期及び前記近傍時期は、前記記録ヘッドの走査
回数に基づいて決定されることを特徴とする画像形成装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の画像形成装置において、前記所定の時期及び前記
近傍時期は、前記記録ヘッドから吐出した液滴量に基づいて決定されていることを特徴と
する画像形成装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の画像形成装置において、前記所定の時期及び前記
近傍時期は、前回の所定の動作時からの経過時間に基づいて決定されていることを特徴と
する画像形成装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の画像形成装置において、前記記録ヘッドの液滴吐
出面をキャッピングするキャップ手段を備え、前記所定の時期及び前記近傍時期は、前記
キャップ手段で前記記録ヘッドがキャッピングされていない時間に基づいて決定されてい
ることを特徴とする画像形成装置。
【請求項７】
　記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成する複数の記録ヘッドと、
　各記録ヘッドに前記記録液を供給する複数のヘッドタンクと、
　前記ヘッドタンクに前記記録液を供給するメインタンクと、
　各ヘッドタンクに対し、所定の時期に前記メインタンクから記録液を供給する充填動作
を実行させる制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、
　各々の前記記録ヘッドについて、前回の充填動作実行時から今回の充填動作を行う予め
定めた所定の時期に達しているか否かを判別する第１の判別手段と、
　前記第１の判別手段で少なくとも１つの前記記録ヘッドについて前記所定の時期に達し
ていると判別されたとき、前記第１の判別手段で前記所定の時期に達していないと判別さ
れた前記記録ヘッドについて、前記所定の時期よりも短く、前記所定の時期に達すると見
込まれる近傍時期に達しているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、
　前記所定の時期に達した記録ヘッド及び前記近傍時期に達した記録ヘッドの前記ヘッド
タンクに対する前記充填動作を実行させる
ことを特徴とする画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は画像形成装置に関し、特に液滴を吐出する記録ヘッドを備えた画像形成装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　プリンタ、ファクシミリ、複写装置、これらの複合機等の画像形成装置として、例えば
インクジェット記録装置が知られている。インクジェット記録装置は、記録ヘッドから記
録紙等の被記録媒体（以下「用紙」と称するが、材質を紙に限定するものではなく、記録
媒体、転写紙、転写材、被記録材などとも称される。）に記録液の液滴であるインク滴を
吐出して記録（画像形成、印写、印字、印刷なども同義語である。）を行うものである。
【０００３】
　このような記録液の液滴を吐出して画像を形成する画像形成装置にあっては、記録液滴
を吐出することから記録ヘッドの性能を維持、回復する維持回復動作が必要である。その
ため、インクの自然蒸発によるノズル孔付近の記録液の増粘固着を防止するために密閉性
の高いキャップ部材で覆うキャップ機能、ノズル内に発生した気泡などによる吐出不良を
記録液を排出することで回復し、またキャップ機能を通じてヘッドのノズルから記録液を
吸引排出する吐出回復機能と、ノズル面に付着し液滴の飛翔状態を変化させる原因となる



(3) JP 4791154 B2 2011.10.12

10

20

30

40

50

残留記録液をワイパーブレード（ワイピング部材、ブレードなどとも称される。）で拭き
取るためのワイピング機能、画像形成に寄与しない液滴吐出を行う空吐出（予備吐出）機
能などを備えている。
【特許文献１】特許第３３１７６９４号公報
【特許文献２】特許第３３９８１４８号公報
【０００４】
　また、画像形成装置としては、キャリッジ上に記録ヘッドに記録液を供給する記録液収
容手段である小容量のヘッドタンク（サブタンクともいう。）を搭載し、記録液収容手段
である大容量のインクカートリッジ（メインタンク）を装置本体側に設置し、ヘッドタン
クに装置本体側のインクカートリッジからヘッドタンクに記録液を補充供給する方式を採
用したものもあり、このような画像形成装置にあっては、ヘッドタンク内の記録液が使用
されて減少したときにはヘッドタンクに対して記録液を補充供給する動作を行わなければ
ならない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述したように、記録液を使用する画像形成装置においては、記録ヘッドの機能を維持
、回復するために、印刷中であっても記録ヘッドに対する定期的なクリーニング動作を行
わなければならず、また、ヘッドタンク構成のものにあっては記録ヘッド（ヘッドタンク
）に対する記録液の補充供給を行なわなければならない。
【０００６】
　ところが、特に記録ヘッドをキャリッジに搭載するシリアル型画像形成装置にあっては
、記録ヘッドの機能を維持、回復するための所定の動作としての、ヘッドクリーニング動
作やヘッドタンクへの記録液補充供給動作（以下、両者を併せて「維持供給動作」ともい
う。）を行うとき、印刷の動作を中止し、記録ヘッドを印刷範囲外に設けられる維持回復
機構に対応する位置に移動した後、ヘッドクリーニング動作あるいは記録液補充供給動作
を行い、その後、印刷開始位置に移動させて、印刷を再開するというシーケンスを行うこ
とになる。なお、ヘッドクリーニング動作は、リフレッシング、パージ等と称される動作
を含み、ヘッドのノズルの性能を維持又は回復するための動作の総称である。
【０００７】
　このように、クリーニング動作や記録液補充供給動作を行うためには、印刷を中断して
記録ヘッドの非印字領域外への移動を行なわなければならないため、トータル的な印刷時
間が長くなるという課題があり、特に、画質よりも速度を優先するように場合に印刷スル
ープットの大幅な低下を招いてしまうことになる。
【０００８】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたもので、ヘッドクリーニング動作や記録液供給動作
をできる限りまとめて行うことで印刷速度を向上する画像形成装置を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の課題を解決するため、本発明に係る画像形成装置は、
　記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成する複数の記録ヘッドと、
　各記録ヘッドに対し、所定の時期に前記記録ヘッドの機能を維持、回復するためのクリ
ーニング動作を実行させる制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、
　各々の前記記録ヘッドについて、前回のクリーニング動作実行時から今回のクリーニン
グ動作を行う予め定めた所定の時期に達しているか否かを判別する第１の判別手段と、
　前記第１の判別手段で少なくとも１つの前記記録ヘッドについて前記所定の時期に達し
ていると判別されたとき、前記第１の判別手段で前記所定の時期に達していないと判別さ
れた前記記録ヘッドについて、前記所定の時期よりも短く、前記所定の時期に達すると見
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込まれる近傍時期に達しているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、
　前記所定の時期に達した記録ヘッド及び前記近傍時期に達した記録ヘッドに対する前記
クリーニング動作を実行させる
構成とした。
【００１１】
　ここで、前記所定の時期及び前記近傍時期は、画像形成を行った被記録媒体の枚数、記
録ヘッドの走査回数、記録ヘッドから吐出した液滴量、前回の動作時からの経過時間、又
は、記録ヘッドの液滴吐出面をキャッピングするキャップ手段で記録ヘッドがキャッピン
グされていない時間に基づいて決定することができる。
【００１２】
　本発明に係る画像形成装置は、
　記録液の液滴を吐出して被記録媒体に画像を形成する複数の記録ヘッドと、
　各記録ヘッドに前記記録液を供給する複数のヘッドタンクと、
　前記ヘッドタンクに前記記録液を供給するメインタンクと、
　各ヘッドタンクに対し、所定の時期に前記メインタンクから記録液を供給する充填動作
を実行させる制御する手段と、を備え、
　前記制御する手段は、
　各々の前記記録ヘッドについて、前回の充填動作実行時から今回の充填動作を行う予め
定めた所定の時期に達しているか否かを判別する第１の判別手段と、
　前記第１の判別手段で少なくとも１つの前記記録ヘッドについて前記所定の時期に達し
ていると判別されたとき、前記第１の判別手段で前記所定の時期に達していないと判別さ
れた前記記録ヘッドについて、前記所定の時期よりも短く、前記所定の時期に達すると見
込まれる近傍時期に達しているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、
　前記所定の時期に達した記録ヘッド及び前記近傍時期に達した記録ヘッドの前記ヘッド
タンクに対する前記充填動作を実行させる
構成とした。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明に係る画像形成装置によれば、各々の記録ヘッドについて、前回のクリーニング
動作実行時から今回のクリーニング動作を行う予め定めた所定の時期に達しているか否か
を判別する第１の判別手段と、第１の判別手段で少なくとも１つの記録ヘッドについて所
定の時期に達していると判別されたとき、第１の判別手段で所定の時期に達していないと
判別された記録ヘッドについて、所定の時期よりも短く、所定の時期に達すると見込まれ
る近傍時期に達しているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、所定の時期に達し
た記録ヘッド及び近傍時期に達した記録ヘッドに対するクリーニング動作を実行させる構
成としたので、印刷速度の向上を図ることができる。
　本発明に係る画像形成装置によれば、各々の記録ヘッドについて、前回の充填動作実行
時から今回の充填動作を行う予め定めた所定の時期に達しているか否かを判別する第１の
判別手段と、第１の判別手段で少なくとも１つの記録ヘッドについて所定の時期に達して
いると判別されたとき、第１の判別手段で所定の時期に達していないと判別された記録ヘ
ッドについて、所定の時期よりも短く、所定の時期に達すると見込まれる近傍時期に達し
ているか否かを判別する第２の判別手段と、を有し、所定の時期に達した記録ヘッド及び
近傍時期に達した記録ヘッドのヘッドタンクに対する充填動作を実行させる構成としたの
で、印刷速度の向上を図ることができる。
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について添付図面を参照して説明する。図１は本発明に係る
画像形成装置としてのインクジェット記録装置を前方側から見た斜視説明図である。
【００１５】
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　このインクジェット記録装置は、装置本体１と、装置本体１に装着された用紙を装填す
るための給紙トレイ２と、装置本体１に着脱自在に装着されて画像が記録（形成）された
用紙をストックするための排紙トレイ３とを備えている。さらに、装置本体１の前面の一
端部側（給排紙トレイ部の側方）には、前面から装置本体１の前方側に突き出し、上面よ
りも低くなったインクカートリッジを装填するためのカートリッジ装填部４を有し、この
カートリッジ装填部４の上面は操作ボタンや表示器などを設ける操作／表示部５としてい
る。
【００１６】
　このカートリッジ装填部４には、色の異なる記録液（インク）、例えば黒（Ｋ）インク
、シアン（Ｃ）インク、マゼンタ（Ｍ）インク、イエロー（Ｙ）インクをそれぞれ収容し
た複数の記録液カートリッジであるインクカートリッジ１０ｋ、１０ｃ、１０ｍ、１０ｙ
（色を区別しないときは「インクカートリッジ１０」という。）を、装置本体１の前面側
から後方側に向って挿入して装填可能とし、このカートリッジ装填部４の前面側には、イ
ンクカートリッジ１０を着脱するときに開く前カバー（カートリッジカバー）６を開閉可
能に設けている。
【００１７】
　また、操作／表示部５には、各色のインクカートリッジ１０ｋ、１０ｃ、１０ｍ、１０
ｙの装着位置（配置位置）に対応する配置位置で、各色のインクカートリッジ１０ｋ、１
０ｃ、１０ｍ、１０ｙの残量がニアーエンド及びエンドになったことを表示するための各
色の残量表示部１１ｋ、１１ｃ、１１ｍ、１１ｙを配置している。さらに、この操作／表
示部５には、電源ボタン１２、用紙送り／印刷再開ボタン１３、キャンセルボタン１４も
配置している。
【００１８】
　次に、このインクジェット記録装置の内部構成の概要及び機構部について図２ないし図
５を参照して説明する。なお、図２は同内部構成の概要を示す側面模式的説明図、図３は
同じく平面模式的説明図、図４は同機構部の全体構成を説明する側面概略構成図、図５は
同機構部の要部平面説明図である。
【００１９】
　図４及び図５を参照して、フレーム２１を構成する左右の側板２１Ａ、２１Ｂに横架し
たガイド部材であるガイドロッド３１とステー３２とでキャリッジ３３を主走査方向に摺
動自在に保持し、主走査モータ２０１（図２）によってタイミングベルト２０２を介して
図５で矢示方向（キャリッジ主走査方向）に移動走査する。
【００２０】
　このキャリッジ３３には、前述したようにイエロー（Ｙ）、シアン（Ｃ）、マゼンタ（
Ｍ）、シアン（Ｃ）、ブラック（Ｋ）の各色のインク滴を吐出する液体吐出ヘッドからな
る記録ヘッド３４ｋ、３４ｃ、３４ｍ、３４ｙ（以下、色を区別しないときは「記録ヘッ
ド３４という。）を複数のノズルを並べたノズル列を主走査方向と交叉する方向に配列し
、ノズル面３４ａ(図６参照）を下方に向けて装着している。
【００２１】
　各記録ヘッド３４は、例えば図６に示すように、ブラック（Ｂｋ）用のノズル列５０１
Ｋ、シアン（Ｃ）用のノズル列５０１Ｃ、マゼンタ（Ｍ）用のノズル列５０１Ｍ、イエロ
ー（Ｙ）用のノズル列５０１Ｙを有している。記録ヘッド３４ｙのノズル列５０１Ｙは、
ノズル５０１Ｙ－１～ノズル５０１Ｙ－１９２の１９２個のノズルで構成している。なお
、その他のノズル列も同様である（以下、各記録ヘッド３４のノズルを「ノズル５０１ｎ
」、ノズル列を「ノズル列５０１Ｎ」と総称する。）。
【００２２】
　記録ヘッド３４を構成するインクジェットヘッドとしては、圧電素子などの圧電アクチ
ュエータ、発熱抵抗体などの電気熱変換素子を用いて液体の膜沸騰による相変化を利用す
るサーマルアクチュエータ、温度変化による金属相変化を用いる形状記憶合金アクチュエ
ータ、静電力を用いる静電アクチュエータなどを、液滴を吐出するための圧力を発生する
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圧力発生手段として備えたものなどを使用できる。
【００２３】
　この記録ヘッド３４にはドライバＩＣを搭載し、図示しない制御部との間でハーネス（
フレキシブルプリントケーブル）２２を介して接続している。
【００２４】
　また、キャリッジ３３には、記録ヘッド３４に各色のインクを供給するための各色のヘ
ッドタンク３５を搭載している。この各色のヘッドタンク３５には各色のインク供給チュ
ーブ３６を介して、前述したように、カートリッジ装填部４に装着された各色のインクカ
ートリッジ１０から各色のインクが補充供給される。なお、このカートリッジ装填４には
インクカートリッジ１０内のインクを送液するための供給ポンプユニット２４が設けられ
、また、インク供給チューブ３６は這い回しの途中でフレーム２１を構成する後板２１Ｃ
に係止部材２５にて保持されている。
【００２５】
　一方、給紙トレイ２の用紙積載部（圧板）４１上に積載した用紙４２を給紙するための
給送手段である給紙部として、用紙積載部４１から用紙４２を１枚ずつ分離給送する半月
コロ（給紙コロ）４３及び給紙コロ４３に対向し、摩擦係数の大きな材質からなる分離パ
ッド４４を備え、この分離パッド４４は給紙コロ４３側に付勢されている。
【００２６】
　そして、この給紙部から給紙された用紙４２を記録ヘッド３４の下方側に送り込むため
に、用紙４２を案内するガイド部材４５と、カウンタローラ４６と、搬送ガイド部材４７
と、先端加圧コロ４９を有する押さえ部材４８とを備えるとともに、給送された用紙４２
を静電吸着して記録ヘッド３４に対向する位置で搬送するための搬送手段である搬送ベル
ト５１を備えている。
【００２７】
　この搬送ベルト５１は、無端状ベルトであり、搬送ローラ５２とテンションローラ５３
との間に掛け渡されて、ベルト搬送方向（副走査方向）に周回するように構成している。
この搬送ベルト５１は、例えば、抵抗制御を行っていない純粋な厚さ４０μｍ程度の樹脂
材、例えばＥＴＦＥピュア材で形成した用紙吸着面となる表層と、この表層と同材質でカ
ーボンによる抵抗制御を行った裏層（中抵抗層、アース層）とを有している。
【００２８】
　そして、この搬送ベルト５１の表面を帯電させるための帯電手段である帯電ローラ５６
を備えている。この帯電ローラ５６は、搬送ベルト５１の表層に接触し、搬送ベルト５１
の回動に従動して回転するように配置され、加圧力として軸の両端に所定の押圧力をかけ
ている。搬送ベルト５１の裏側には、記録ヘッド３４による印写領域に対応してガイド部
材５７を配置している。
【００２９】
　この搬送ベルト５１は、副走査モータ２０５（図３参照）によって駆動ベルト２０４を
介して搬送ローラ５２が回転駆動されることによって図５のベルト搬送方向に周回移動す
る。
【００３０】
　さらに、記録ヘッド３４で記録された用紙４２を排紙するための排紙部として、搬送ベ
ルト５１から用紙４２を分離するための分離爪６１と、排紙ローラ６２及び排紙コロ６３
とを備え、排紙ローラ６２の下方に排紙トレイ３を備えている。
【００３１】
　また、装置本体１の背面部には両面ユニット７１が着脱自在に装着されている。この両
面ユニット７１は搬送ベルト５１の逆方向回転で戻される用紙４２を取り込んで反転させ
て再度カウンタローラ４６と搬送ベルト５１との間に給紙する。また、この両面ユニット
７１の上面は手差しトレイ７２としている。
【００３２】
　さらに、図３及び図５に示すように、キャリッジ３３の走査方向一方側の非印字領域に
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は、記録ヘッド３４のノズルの状態を維持し、回復するための回復手段を含む維持回復機
構８１を配置している。
【００３３】
　この維持回復機構８１には、記録ヘッド３４の各ノズル面をキャピングするための各キ
ャップ部材（以下「キャップ」という。）８２ａ～８２ｄ（区別しないときは「キャップ
８２」という。）と、ノズル面をワイピングするためのブレード部材であるワイパーブレ
ード８３と、増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出
を行うときの液滴を受ける空吐出受け８４などを備えている。ここでは、キャップ８２ａ
を吸引及び保湿用キャップとし、他のキャップ８２ｂ～８２ｄは保湿用キャップとしてい
る。
【００３４】
　そして、この維持回復機構８１による維持回復動作で生じる記録液の廃液、キャップ８
２に排出されたインク、あるいはワイパーブレード８３に付着してワイパークリーナ８５
で除去されたインク、空吐出受け９４に空吐出されたインクは図示しない廃液タンクに排
出されて収容される。
【００３５】
　また、図５に示すように、キャリッジ３３の走査方向他方側の非印字領域には、記録中
などに増粘した記録液を排出するために記録に寄与しない液滴を吐出させる空吐出を行う
ときの液滴を受ける空吐出受け８８を配置し、この空吐出受け８８には記録ヘッド３４の
ノズル列方向に沿った開口８９などを備えている。
【００３６】
　さらに、図２及び図３に示すように、装置本体１の内部後方側にはホストとの間でデー
タを送受するためのＵＳＢなどの通信回路部（インタフェース）１０１が設けられるとと
もに、この画像形成装置全体の制御を司る制御部を構成する制御回路基板１０２が設けら
れている。
【００３７】
　このように構成したインクジェット記録装置においては、給紙トレイ２から用紙４２が
１枚ずつ分離給紙され、略鉛直上方に給紙された用紙４２はガイド４５で案内され、搬送
ベルト５１とカウンタローラ４６との間に挟まれて搬送され、更に先端を搬送ガイド３７
で案内されて先端加圧コロ４９で搬送ベルト５１に押し付けられ、略９０°搬送方向を転
換される。
【００３８】
　このとき、図示しない制御部によってＡＣバイアス供給部から帯電ローラ５６に対して
プラス出力とマイナス出力とが交互に繰り返すように、つまり交番する電圧が印加され、
搬送ベルト５１が交番する帯電電圧パターン、すなわち、周回方向である副走査方向に、
プラスとマイナスが所定の幅で帯状に交互に帯電されたものとなる。このプラス、マイナ
ス交互に帯電した搬送ベルト５１上に用紙４２が給送されると、用紙４２が搬送ベルト５
１に吸着され、搬送ベルト５１の周回移動によって用紙４２が副走査方向に搬送される。
【００３９】
　そこで、キャリッジ３３を移動させながら画像信号に応じて記録ヘッド３４を駆動する
ことにより、停止している用紙４２にインク滴を吐出して１行分を記録し、用紙４２を所
定量搬送後、次の行の記録を行う。記録終了信号又は用紙４２の後端が記録領域に到達し
た信号を受けることにより、記録動作を終了して、用紙４２を排紙トレイ３に排紙する。
【００４０】
　また、印字（記録）待機中にはキャリッジ３３は維持回復機構８１側に移動されて、キ
ャップ８２で記録ヘッド３４がキャッピングされて、ノズルを湿潤状態に保つことにより
インク乾燥による吐出不良を防止する。また、キャップ８２で記録ヘッド３４をキャッピ
ングした状態で図示しない吸引ポンプによってノズルから記録液を吸引し（「ノズル吸引
」又は「ヘッド吸引」という。）し、増粘した記録液や気泡を排出する回復動作を行う。
また、記録開始前、記録途中などに記録と関係しないインクを吐出する空吐出動作を行う
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。これによって、記録ヘッド３４の安定した吐出性能を維持する。
【００４１】
　また、記録ヘッド３４から液滴を吐出することでヘッドタンク３５内のインクが消費さ
れ、ヘッドタンク３５内のインク量が所定量減少したとき（所定量の記録液が消費された
とき）には、記録ヘッド３５を維持回復機構８１側に移動して、ヘッドタンク３５内にイ
ンクカートリッジ１０から記録液を補充する記録液補充供給動作を行う。
【００４２】
　次に、このように複数の記録ヘッド３４を用いた場合の維持回復機構８１について図７
及び図８を参照して説明する。なお、図７及び図８は同維持回復機構の異なる状態を示す
模式的説明図である。
　この維持回復機構８１は、記録ヘッド３４のノズル面３４ａをそれぞれキャッピングす
るキャップ８２ｋ、８２ｃ、８２ｍ、８２ｙを備え、これらのキャップ８２ｋ、８２ｃ、
８２ｍ、８２ｙは１つのキャップホルダ８５に保持されている。また、記録ヘッド３４の
ノズル面３４ａをワイピング（清掃）するためのワイパーブレード８３を備えている。
【００４３】
　そして、キャップホルダ８５及びワイパーブレード８３を昇降させるために、維持回復
機構駆動用モータ９１と、このモータ９１で回転されるカム軸９２と、カム軸９２に取り
付けたキャップカム９３及びワイパーカム９４とを備えている。
【００４４】
　この維持回復機構においては、記録ヘッド３４のノズル面３４ａに付着したインクや不
純物を取り除くときには、維持回復機構駆動用モータ９１を回転させ、図７に示すように
、ワイパーカム９４を介してワイパーブレード８３を上昇させる。この状態で、キャリッ
ジ３３を主走査方向に移動させることにより、ワイパーブレード８３によって記録ヘッド
３４のノズル面３４ａをワイピングして、不純物などを払拭する動作を行う。
【００４５】
　また、記録ヘッド３４のノズル５０１ｎが外気に露呈された状態のまま放置すると、内
部のインクが乾燥して増粘、固着し、インク吐出性能が低下してしまうことから、これを
防ぐために記録ヘッド３４のノズル面３４ａをキャップ８２で覆うときには、維持回復機
構駆動用モータ９１を回転させ、図８に示すように、キャップカム９３を介してキャップ
８２を上昇させる。これにより、各色のキャップ８２が対応するノズル面３４ａのノズル
列５０１Ｎを覆うことができ、ノズル５０１ｎの乾燥を抑えることができる。
【００４６】
　さらに、図７及び図８に示す状態から、維持回復機構駆動用モー１９１を１／４回転さ
せることで、キャリッジ３３が走査可能となり、印刷開始の準備ができる。
【００４７】
　次に、この画像形成装置の制御部の概要について図９を参照して説明する。なお、同図
は同制御部の全体ブロック説明図である。
　この制御部は、この画像形成装置全体の制御を司る、本発明に係る維持回復動作を制御
する手段を兼ねたマイクロコンピュータで構成した主制御部３０１及び印刷制御を司るマ
イクロコンピュータで構成した印刷制御部３０２とを備えている。
【００４８】
　そして、主制御部３０１は、通信回路１０１から入力される印刷処理の情報に基づいて
用紙４２に画像を形成するために、前述したように、主走査モータ２０１や副走査モータ
２０５を主走査モータ駆動回路３０３及び副走査モータ３０４を介して駆動制御するとと
もに、印刷制御部３０２に対して印刷用データを送出するなどの制御を行う。
【００４９】
　また、主制御部３０１には、キャリッジ３３の位置を検出するキャリッジ位置検出回路
３０５からの検出信号が入力され、主制御部３０１はこの検出信号に基づいてキャリッジ
３３の移動位置及び移動速度を制御する。キャリッジ位置検出回路３０５は、例えばキャ
リッジ３３の走査方向に配置されたエンコーダシートのスリット数を、キャリッジ３３に
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搭載されたフォトセンサで読み取って計数することで、キャリッジ３３の位置を検出する
。主走査モータ駆動回路３０３は、主制御部３０１から入力されるキャリッジ移動量に応
じて主走査モータ２０１を回転駆動させて、キャリッジ３３を所定の位置に所定の速度で
移動させる。
【００５０】
　また、主制御部３０１には搬送ベルト５１の移動量を検出する搬送量検出回路３０６か
らの検出信号が入力され、主制御部３０１はこの検出信号に基づいて搬送ベルト５１の移
動量及び移動速度を制御する。搬送量検出回路３０６は、例えば搬送ローラ５２の回転軸
に取り付けられた回転エンコーダシートのスリット数を、フォトセンサで読み取って計数
することで搬送量を検出する。副走査モータ駆動回路３０４は、主制御部３０１から入力
される搬送量に応じて副走査モータ２０５を回転駆動させて、搬送ローラ５２を回転駆動
して搬送ベルト５１を所定の位置に所定の速度で移動させる。
【００５１】
　主制御部３０１は、給紙コロ駆動回路３０７に給紙コロ駆動指令を与えることによって
給紙コロ４３を一回転させる。
【００５２】
　主制御部３０１は、維持回復機構用モータ駆動回路２０８を介して維持回復機構８１の
駆動モータ１９１を駆動制御して、記録ヘッド３４のノズルを維持回復するためのクリー
ニング動作を行う。また、主制御部３０１は、ポンプユニット駆動回路３０９を介して供
給ポンプユニット２４内の図示しない駆動モータを駆動制御し、インクカートリッジ１０
からヘッドタンク３５に対して記録液（インク）を供給する記録液補充供給動作を行う。
【００５３】
　印刷制御部３０２は、主制御部３０１からの画像データとキャリッジ位置検出回路３０
５及び搬送量検出回路３０６などからのキャリッジ位置や搬送量に基づいて、記録ヘッド
３４の液滴を吐出させるための圧力発生手段を駆動するためのデータを生成して、ヘッド
駆動回路３１０に与える。
【００５４】
　ヘッド駆動回路３１０は、印刷制御部３０２からの印刷データに基づいて記録ヘッド３
４（記録ヘッド１３４）の圧力発生手段（ピエゾ型ヘッドであれば圧電素子）を駆動して
、所要のノズルから液滴を吐出させる。
【００５５】
　次に、このように構成した画像形成装置における印刷処理について図１０及び図１１を
参照して説明する。
　主制御部３０１は、通信回路１０１を経由してホスト側から印刷要求を受信したときに
、この印刷処理の実行を開始する。
【００５６】
　先ず、図１０を参照して、印刷処理の実行を開始すると、キャップ８２による記録ヘッ
ド３４のキャッピングを開放し、キャリッジ３３を印刷位置まで移動させ、それと同時に
搬送用モータ（副走査モータ）２０５の駆動を開始する。また、給紙コロ駆動回路３０７
を介して給紙クラッチをオン状態にすることで給紙コロ４３の駆動も開始する。これらは
、ほとんど同時に行なわれる。
【００５７】
　そして、用紙４２が印刷位置に到達したか否かを判別し、用紙４２が印刷位置に到達す
ると、搬送モータ２０５を停止する。その後、通信回路１０１を経由してホスト側から順
次画像データを受信し、受信した画像データを印刷制御部３０２にセットして描画の準備
をする。
【００５８】
　この状態でキャリッジ３３の走査を開始し、記録ヘッド３４から記録液の液滴を吐出を
開始し、前述したように、受信した画像データに応じて液滴の吐出と主走査が行われなが
ら画像を形成し、１走査（１スキャン）が終了したときに、キャリッジ３３の走査を停止
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する。これにより、記録ヘッド３４の１スキャン分の画像が形成される。
【００５９】
　そして、ページ内の印刷が終了したか否かを判別し、ページ内の印刷が終了していなけ
れば、搬送用モータ２０５の駆動を開始して用紙４２を所定量搬送し、印刷位置に到達し
たか否かの判別処理に戻る。
【００６０】
　これに対し、ページ内の印刷が終了したときには、図１１に示すように、搬送用モータ
２０５の駆動を開始し、画像形成が終了したページの用紙４２を排紙する。
【００６１】
　そして、排紙完了後、所定の時期に達していて、所定の動作である維持供給動作（クリ
ーニング動作又は記録液補充供給動作）を実行するか否かを判定する維持供給動作実行判
定処理、所定の時期に達していないが、所定の時期に達すると見込まれる時期（以下「近
傍時期」という。）に達していて、所定の動作である維持供給動作（クリーニング動作又
は記録液補充供給動作）を実行するか否かを判定する近傍維持供給動作実行判定処理を行
った後、維持供給動作を行うと判定された記録ヘッドについて維持供給動作を行う維持供
給動作実行処理を行う。
【００６２】
　なお、説明の都合上、所定の時期と近傍時期に行う所定の動作である「維持供給動作」
を区別して表記する場合には、所定の時期に関しては、単に「維持供給動作」、「クリー
ニング動作」、「記録液補充供給動作」又は「インク充填動作」といい、近傍時期に関し
ては、「近傍維持供給動作」、「近傍クリーニング動作」、「近傍記録液補充供給動作」
又は「近傍インク充填動作」というものとする。また、ここで、クリーニング動作は、ヘ
ッドの吐出性能の回復を目的に行う動作で、前述したヘッド吸引、ワイピング、空吐出の
動作を含む一連のメンテナンス動作を内容としている。
【００６３】
　その後、全ページの印刷が終了したときには、搬送用モータ２０５を停止する。
【００６４】
　次に、上述した維持供給動作実行判定処理について図１２を参照して説明する。
　先ず、処理対象記録ヘッドを最初の記録ヘッド、例えばブラック用記録ヘッド３４ｋと
する。そして、クリーニング動作を実行する時期に達しているか否かを判別し、クリーニ
ング動作を実行する時期に達していれば、当該記録ヘッド３４についてクリーニング動作
を実行すると判断する。
【００６５】
　その後、クリーニング動作を実行すると判断したか否かを判別し、クリーニング動作を
実行すると判断されていないときには、次に、インク充填動作（記録液補充供給動作）を
実行する時期に達しているか否かを判別し、インク充填動作（記録液補充供給動作）を実
行する時期に達していれば、当該記録ヘッド３４についてインク充填動作を実行すると判
断する。
【００６６】
　その後、また、クリーニング動作を実行すると判定されていないときにはそのまま、す
べての記録ヘッド３４について判定が終了したか否かを判別し、すべての記録ヘッド３４
について判定が終了していなければ、処理対象記録ヘッドを次の記録ヘッドに更新して同
様の処理を繰り返し、すべてのすべての記録ヘッド３４についてクリーニング動作実行又
はインク充填動作の実行についての判断処理が終了したときに、この処理を終了する。
【００６７】
　次に、上述した近傍維持供給動作実行判定処理について図１３を参照して説明する。
　先ず、上記維持供給動作実行判定処理において、いずれか１つの記録ヘッド３４につい
てクリーニング動作又はインク充填動作を実行すると判断されたか否かを判別する。この
とき、いずれの記録ヘッド３４についてもクリーニング動作又はインク充填動作を実行す
ると判断（判定）されていなければ、そのままこの処理を終了する。
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【００６８】
　これに対し、いずれか１つの記録ヘッド３４についてクリーニング動作又はインク充填
動作を実行すると判断されているときには、処理対象記録ヘッドを最初の記録ヘッド３４
として、処理対象記録ヘッド３４がクリーニング動作を実行すると判断されているか否か
を判別し、クリーニング動作を実行すると判断されていなければ、クリーニング動作を実
行する時期に達していないがクリーニング動作を実行する時期に達すると見込まれる時期
（近傍時期）に達しているか否かを判別して、近傍時期に達していれば近傍クリーニング
動作を実行すると判断する。
【００６９】
　その後、また、処理対象記録ヘッド３４がクリーニング動作を実行すると判断されてい
なければそのまま、クリーニング動作又はインク充填動作を実行すると判断されているか
否かを判別し、クリーニング動作又はインク充填動作を実行すると判断されていなければ
、インク充填動作を実行する時期に達していないがインク充填動作を実行する時期に達す
ると見込まれる時期（近傍時期）に達しているか否かを判別して、近傍時期に達していれ
ば近傍インク充填動作を実行すると判断する。
【００７０】
　そして、処理対象ヘッドを更新しながらすべての記録ヘッド３４について上記の処理を
行った後、この処理を終了する。
【００７１】
　ここで、上記維持供給動作実行判定処理及び近傍維持供給動作判定処理におけるクリー
ニング動作実行、インク充填動作、近傍クリーニング動作実行、近傍インク充填動作実行
の各判断処理について説明する。
　先ず、本実施形態では、維持供給動作実行判定処理を行うために、例えば図１４に示す
ように、維持供給動作（Ｍ１）の種類毎に、維持供給動作（Ｍ１）を行う時期に達してい
るか否かを判定するための（所定の時期を決定するための要素となる）判定変数（Ａ）及
び各判定変数（Ａ）に対する閾値（Ｘ１）を定めている。
【００７２】
　同様に、近傍維持供給動作実行判定処理を行うために、例えば図１５に示すように、近
傍維持供給動作（Ｍ２）の種類毎に、図１４の維持供給動作（Ｍ１）を行う時期に達して
はいないが、維持供給動作（Ｍ１）に達すると見込まれる時期（近傍時期）に達している
か否かを判定するための（近傍時期を決定するための要素となる）判定変数（Ａ）及び各
判定変数（Ａ）に対する閾値（Ｘ２）を定めている。この閾値（Ｘ２）は、維持供給動作
（Ｍ１）の実行判断を行うための閾値（Ｘ１）よりは小さい値とすることで、通常の維持
供給動作を行う時期よりも早めの時期に維持回復動作を行うとする判断をできるようにし
ている。
【００７３】
　なお、ここでは、説明上、維持供給動作（Ｍ１）、近傍維持供給動作（Ｍ２）で区別し
ているが、前述したように、実行する維持供給動作（クリーニング動作、インク充填動作
）の内容は同じである。また、ここでは、近傍維持供給動作についての閾値を別途定めて
いるが、維持供給動作についての閾値Ｘ１に対して予め定めた「１より小さい」係数を乗
じて、この乗算結果を閾値Ｘ２として用いるようにすることもできる。
【００７４】
　そして、上記維持供給動作実行判定処理におけるクリーニング動作実行、インク充填動
作実行の各判断処理では、図１６に示すように、所定の時期を決定するための要素となる
判定変数（Ａ）の値と閾値（Ｘ１）とを比較して、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ１）以
上（Ａ≧Ｘ１）か否かを判別し、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ１）以上（Ａ≧Ｘ１）で
あれば、維持供給動作（Ｍ１）を行う時期に達しているので維持供給動作（Ｍ１）を実行
すると判断（決定）し、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ１）に達していなければ、維持供
給動作（Ｍ１）を実行しない（非実行）と判断（決定）する。
【００７５】
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　同様に、上記近傍維持供給動作実行判定処理におけるクリーニング動作実行、インク充
填動作実行の各判定処理では、図１７に示すように、近傍時期を決定するための要素とな
る判定変数（Ａ）の値と閾値（Ｘ２）とを比較して、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ２）
以上（Ａ≧Ｘ２）か否かを判別し、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ２）以上（Ａ≧Ｘ２）
であれば、維持供給動作（Ｍ１）を行う時期に達していないが、維持供給動作（Ｍ１）を
行う時期に達すると見込まれる時期に達しているので維持供給動作（Ｍ２）を実行すると
判断（決定）し、判定変数（Ａ）の値が閾値（Ｘ２）に達していなければ、維持供給動作
（Ｍ２）を実行しない（非実行）と判断（決定）する。
【００７６】
　なお、ここで、所定の時期に達したか否か、近傍時期に達したか否かは、判定変数（Ａ
）として挙げている、前回実行時からの経過時間、印刷枚数、キャリッジ走査回数、イン
ク使用量は、少なくとも１つの判定変数を用いることもできれば、２以上の判定変数を組
み合わせて用いることもできる。
【００７７】
　次に、上述した維持供給動作実行処理について図１８を参照して説明する。
　ここでは、処理対象記録ヘッドを最初の記録ヘッド３４として、前記判定結果に基づい
てクリーニング動作又は近傍クリーニング動作を実行するか否かを判別し、クリーニング
動作実行又は近傍クリーニング動作実行であれば、当該記録ヘッド３４に対してクリーニ
ング動作又は近傍クリーニング動作実行（動作内容は同じ）を実行し、その後、またクリ
ーニング動作又は近傍クリーニング動作実行でなければそのまま、インク充填動作又は近
傍インク充填動作を実行するか否かを判別し、インク充填動作又は近傍インク充填動作実
行であれば、当該記録ヘッド３４に対してインク充填動作又は近傍インク充填動作（動作
内容は同じ）を実行し、処理対象記録ヘッドを更新しながらすべての記録ヘッドに対して
上記の処理を行った後、この処理を終了する。
【００７８】
　このようにして、所定の動作であるクリーニング動作又はインク充填動作を実行する時
期（所定の時期）に達している記録ヘッドとともに、クリーニング動作又はインク充填動
作を実行する時期に達していないがクリーニング動作又はインク充填動作を実行する時期
に達すると見込まれる時期（近傍時期）に達している記録ヘッドに対してもクリーニング
動作又はインク充填動作を行うことになるので、近いタイミング（近い時期）で複数回に
わたって実行されることになる異なる記録ヘッドに対するクリーニング動作又はインク充
填動作をまとめて行うことができるようになり、記録ヘッドを維持回復動作（クリーニン
グ動作）や記録液補充供給を行うために維持回復機構側に移動走査するための時間を省く
ことができて、トータル的な印刷時間を短縮することができ、印刷速度の向上を図ること
ができる。特に、印刷速度が優先される画像形成装置における更なる高速化を図れるよう
になる。
【００７９】
　なお、上記実施形態では本発明をプリンタ構成の画像形成装置に適用した例で説明した
が、これに限るものではなく、例えば、プリンタ／ファックス／コピア複合機などの画像
形成装置に適用することができる。また、インク以外の液体である記録液や定着処理液な
どを用いる画像形成装置にも適用することができる。また、上記実施形態では、ヘッドタ
ンクを備える画像形成装置に適用した例で説明したが、ヘッドタンクを備えない画像形成
装置にも適用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】本発明に係る画像形成装置としてのインクジェット記録装置の前方側から見た斜
視説明図である。
【図２】同装置の内部構成の概要を示す側面模式的説明図である。
【図３】同じく平面模式的説明図である。
【図４】同じく機構部の全体構成を説明する側面概略構成図である。
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【図５】同機構部の要部平面説明図である。
【図６】記録ヘッドの配置の一例を示す模式的説明図である。
【図７】維持回復機構の一例を示す説明図である。
【図８】同維持回復機構の異なる状態を示す説明図である
【図９】同装置の制御部の概要を示すブロック説明図である。
【図１０】同制御部による印刷処理の一例を説明するフロー図である。
【図１１】同じく印刷処理を説明するフロー図である。
【図１２】図１１の維持供給動作実行判定処理の一例を説明するフロー図である。
【図１３】図１１の近傍維持供給動作実行判定処理の一例を説明するフロー図である。
【図１４】図１２の維持供給動作実行判定処理における維持供給動作実行判断処理に用い
る判定変数及び閾値の説明に供する説明図である。
【図１５】図１３の近傍維持供給動作実行判定処理における維持供給動作実行判断処理に
用いる判定変数及び閾値の説明に供する説明図である。
【図１６】図１２の維持供給動作実行判定処理における維持供給動作実行判断処理の説明
に供するフロー図である。
【図１７】図１３の近傍維持供給動作実行判定処理における維持供給動作実行判断処理の
説明に供するフロー図である。
【図１８】図１１の維持供給動作実行処理の一例を説明するフロー図である。
【符号の説明】
【００８１】
　　１…装置本体
　　２…給紙トレイ
　　３…排紙トレイ
　　１０ｋ、１０ｃ、１０ｍ、１０ｙ…インクカートリッジ
　　３３…キャリッジ
　　３４…記録ヘッド
　　３５…ヘッドタンク
　　５１…搬送ベルト
　　８１…維持回復機構
　　３０１…主制御部
　　３０２…印刷制御部
　　３０５…副走査モータ
　　３０６…搬送量検出回路
　　３０８…維持回復機構用モータ駆動回路
　　３０９…ポンプユニット用モータ駆動回路
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